
特集　「高齢者に係る交通事故防止」

高齢者に係る交通事故防止に向けた取組Ⅱ

　高齢者に係る交通事故の発生状況や特徴につい
ては前述のとおりであり，高齢者に係る交通事故
防止を図るため，政府は，「本格的な高齢社会へ
の移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策につ
いて」（平成15年３月27日　交通対策本部決定）
に基づき，また事故の発生状況等を踏まえ様々な
取組を行っている。

１　高齢歩行者等の交通事故防止のための取組
⑴ ユニバーサルデザインに対応した道路交通環境
等の整備
　ア 　生活道路対策の推進，交通安全施設の整備等
　ビッグデータ等の科学的データや地域の顕在化
したニーズ等に基づき抽出したエリアにおいて，
国，自治体，地域住民等が連携し，徹底した通過
交通の排除や車両速度の抑制等のゾーン対策に取
り組み，高齢者等が安心して通行できる道路空間
の確保に努めている。
　道路管理者においては，歩道の整備等により，
安心して移動できる歩行空間ネットワークを整備
するとともに，都道府県公安委員会により実施さ
れる交通規制及び交通管制との連携を強化し，ハ
ンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等
により，歩行者や自転車の通行を優先するゾーン
を形成するゾーン対策，外周幹線道路の交通を円
滑化するための交差点改良やエリア進入部におけ
るハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通

過車両の抑制対策を実施している。
　さらに，ビッグデータの活用により潜在的な危
険箇所の解消を進め，国，自治体，地域住民等が
連携して効果的・効率的に対策を実施している。
　また，都道府県公安委員会においては，音響に
より信号表示の状況を知らせる音響式信号機，信
号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残
り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用
灯器，歩行者・自転車と車両が通行する時間を分
離して交通事故を防止する歩車分離式信号等のバ
リアフリー対応型信号機の整備，信号灯器のLED
化，道路標識の大型化・高輝度化・自発光化，道
路標示の高輝度化等を推進している。
　さらに，生活道路において，区域を設定して最
高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の
設置・拡幅，ハンプ設置等を行う「ゾーン30」の
整備等，ソフトとハードが連携した高齢歩行者等
の安全対策を推進している。
　イ 　歩道の段差・傾斜・勾配の改善，無電柱化
の推進等道路整備の推進

　高齢歩行者等の安全な通行を確保するため，幅
の広い歩道等の整備，歩道の段差・傾斜・勾配の
改善，道路の無電柱化，立体横断施設へのエレベー
ターや傾斜路の設置等の対策を実施している。
⑵ 高齢歩行者等の交通事故防止に資する車両安全
対策

　ア　安全基準の拡充・強化

（音響式信号機） （経過時間表示機能付き歩行者用灯器） （区域を設定した最高速度規制の実施）
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Ⅱ　高齢者に係る交通事故防止に向けた取組

　高齢者をはじめとする歩行者及び自転車利用者
（以下「歩行者等」という。）の交通事故を防止
するためには，歩行者等が自動車の接近に気づき
やすくする対策を講じることが必要である。この
ため，国土交通省では，平成28年10月に，前照灯
の自動点灯（オートライト）や，走行音が静かな
ハイブリッド自動車等に備える車両接近通報装置
の安全基準を整備した。
　イ　先進安全自動車（ASV）推進計画

　国土交通省では，ASV推進計画の下で，先進
安全技術を活用して運転者の安全運転を支援する
自動車の開発・普及・実用化を促進している。第
５期ASV推進計画（平成23年度～平成27年度）
では，通信を利用して自動車の前方等に歩行者が
いることを運転者に伝え，事故回避の支援を行う
システムの開発等を促進するため，本システムの
基本的な設計コンセプト等を整理した基本設計書
をとりまとめた。

⑶ 交通安全教育及び広報啓発の徹底
　高齢者に対し，加齢に伴う身体機能の変化が行
動に及ぼす影響，交通ルール等を理解させるため，
高齢者の事故実態等に基づき，各種教育資機材を
積極的に活用した参加・体験・実践型の交通安全
教育を実施している。
　特に，走行車両の直前直後横断等の法令違反に
起因する死亡事故が多いことや横断時における特
性に基づいた交通安全教育を実施している。
　また，自転車利用者に対しては，「自転車安全
利用五則」を活用するなどして，集中的かつ効果
的な広報啓発活動を実施し，自転車の通行ルール
の周知を図っている。
⑷ 薄暮時から夜間における交通安全対策
　薄暮時から夜間における歩行者等の交通事故防
止に効果が期待できる反射材用品等の普及を図る
ため，各種媒体を活用した積極的な広報啓発活動
を推進しており，特に，反射材用品等の視認効果，
使用方法等について理解を深めるとともに，自発
的な着用を促すため，参加・体験・実践型の交通

安全教育の実施及び関係機関・団体と協力した反
射材用品等の展示会の開催等を推進している。
　また，薄暮時から夜間における歩行者等や対向
車の早期発見による交通事故防止対策として，前
照灯の早めの点灯や，対向車や先行車がいない状
況における走行用前照灯（いわゆるハイビーム）
の使用の促進を図っている。
　さらに，道路標識の大型化・高輝度化・自発光
化及び道路標示の高輝度化を推進している。
⑸電動車いすの安全対策
　電動車いすを利用する高齢者に対して，電動車
いすの製造メーカーで組織される団体等と連携し
て，購入時等における安全利用に向けた指導・助
言を徹底している。また，高齢者に対して安全に
道路を通行させるために必要な技能や知識を習得
させるため，運転免許試験場等道路外のコースに
おいて，実際に電動車いすを使用して利用方法を
指導するなど参加・体験・実践型の教育手法を活
用した交通安全教育に努めている。

前照灯の自動点灯（オートライト）の義務化
　高齢歩行者等の死亡事故は，日没前後の薄暮時に集中している。薄暮時は，視力が低下して周囲が見えにく
い高齢歩行者等と，まだよく見えるとの思い込みから前照灯を点灯しない運転者が混在することなどにより，
接近してくる自動車について，高齢歩行者等がその存在を見落としたり，距離や速度感を誤ったりすることが
事故原因の一つと考えられる。このような状況において，薄暮時における自動車の被視認性の向上は，高齢歩
行者等の事故防止に有効であると考えられる。これらのことからも，国土交通省では，乗用車及びバス・トラッ
ク等の大型車に対し，周囲が一定の暗さになると前照灯が自動で点灯するオートライト機能を義務付ける法令
を平成28年10月に公布した。

ト ピ ッ ク

11



特集　「高齢者に係る交通事故防止」

⑹高齢者等による踏切事故防止対策
　我が国社会において高齢化が進む中，高齢者等
が踏切を渡りきれずに死傷するなどの踏切事故防
止対策が喫緊の課題となっていることから，平成
26年度に学識経験者，鉄道事業者，道路管理者，
警察庁，国土交通省からなる「高齢者等による踏
切事故防止対策検討会」を開催し，高齢者等の踏
切事故の実態を把握するとともに，高齢者等が踏
切道内に取り残されないための対策や踏切道内に
取り残された高齢者等を救済する方策等について
検討し，その結果を27年10月に公表した。（第14
図及び第15図）

　その中では，
　・  高齢者等が踏切道内に取り残されないための
対策として，踏切道の拡幅やカラー舗装等に
よる歩車道の分離や歩行者の脱出が容易とな
る遮断かんの設置

　・   踏切道内に取り残された高齢者等を救済する
対策として，非常押しボタンの設置及びその
設置位置が多方向からわかる表示や，検知能
力の高い障害物検知装置の設置

　・   高齢者等が踏切道を通行しない対策として，
バリアフリー化された迂回路の活用

など14の対策を提示した。

反射材の活用事例（静岡市）
　静岡市では，平成28年に策定した「第10次静岡市交通安全計画」において，
高齢者の事故防止対策として，コミュニティ道路の整備やあんしん歩行エリア
の整備に加え，自発光式反射材の着用促進を重点的取組事項として取組を進め
ることとしている。
　これは，ここ数年全体の交通事故件数は減少しているなかで，高齢歩行者の
事故件数が増加しており，中でも夕方から夜間にかけて事故が多発しているこ
とから，高齢者に対し，自発光式反射材効果の周知を図るとともに，静岡市オ
リジナルの自発光式反射材を作成し身に付けてもらうことで，自ら命を守るこ
とについての意識付けを行い，高齢歩行者の事故防止を図っている。
　平成28年には，静岡市自治会連合会において，市内３区がそれぞれイラスト
（葵区：静岡市章，駿河区：子供，清水区：区の広報キャラクター）入りのオ
リジナルの自発光式反射材を作製し，１万５千個を配付した。

ト ピ ッ ク

関係省庁連絡会議の開催（認知症関係）
　平成28年３月の認知症高齢者の列車事故における最高裁判決を踏まえ，認知症の方による事件，事故に社会
としてどのように備えていくのか，「認知症高齢者等におけるやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」
においてワーキンググループを開催し，トラブル・事故等の実態把握の方法などについて検討を行った。
　ワーキンググループにおける検討結果を踏まえ，事故等の未然防止・早期対応として，
　・ 徘徊・見守りの体制整備について，都道府県が未実施市町村の支援や広域での体制整備を推進する事業の
新たな実施

　・ 認知症サポーターが地域の見守り体制で活躍している事例などを広め，より効果的に活動できる仕組みづくり
などを，また，起こりうる損害への備え・事故等が起こった場合の損害への対応として，民間保険の紹介・普
及等を，今後進めていくこととしている。

▶認知症サポーターとは？
認知症について正しく理解し，認知症の人や家族を温かく見守り，支援する応援者です。市町村や職場
などで実施されている「認知症サポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」となります。

ト ピ ッ ク
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Ⅱ　高齢者に係る交通事故防止に向けた取組

▶特集-第14図 高齢者等による踏切事故防止対策について　～４つの観点と14の対策～

▶特集-第15図 「高齢者等による踏切事故防止対策検討会」とりまとめ
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特集　「高齢者に係る交通事故防止」

２　高齢運転者による交通事故防止のための取組
　高齢化の進展に伴い，高齢の運転免許保有者数
が増加し，高齢運転者が第１当事者となる交通事
故件数が増加傾向となった。このような状況を踏
まえ，政府では，平成15年に，「本格的な高齢社
会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策
について」を策定し，同決定に基づき，自動車運
転者としての高齢者による事故防止対策にも取り
組んできた。
　このような中，平成28年10月，神奈川県内で発
生した通学中の小学生が亡くなる交通死亡事故を
始め，高齢運転者による交通死亡事故が相次いで
発生したことから，11月15日に関係閣僚会議を開
催し，同会議における安倍総理の指示を踏まえ，
取り得る対策を早急に講じるなど政府一体となっ
て高齢運転者による交通事故防止対策に取り組ん
でいる。
⑴従来からの取組
　ア 　高齢運転者に対する講習等の充実
　高齢者講習の効果的実施，更新時講習における
高齢者学級の拡充等に努めている。特に，認知機

能検査に基づく高齢者講習においては，検査の結
果に応じたきめ細かな講習を実施しており，より
効果的な教育に努めている。
　また，高齢運転者に対しては，安全な運転に必
要な技能・知識を再確認させるため，通行の態様
に応じた参加・体験・実践型の交通安全教育を実
施している。
　さらに，地域において交通安全指導等を行う者
を対象に安全指導に係る知識・技能等の向上を図
るため，交通安全指導者養成講座を開催し，実際
に自動車等を使用することによる実践的な教育・
講習を実施しているほか，地域における高齢運転
者の安全思想の普及を促進するため，シルバー
リーダーや地域の高齢者に影響力のある者を対象
とした参加・体験・実践型の講習会を開催し，必
要な知識の習得及び指導力の向上を図っている。
　高齢運転者の運転技能について，適切な指導プ
ログラムによるトレーニングの実施により，信号
無視や安全不確認等の危険な行為が減少するなど
運転技能の向上が認められるとの研究結果※ⅱも
あり，引き続きこれらの講習等の充実を図ること

高齢運転者のリーダー格となる高齢者等の養成事業の実施状況について
　内閣府では，高齢運転者
に安全運転を指導する地
域のリーダー格となる高
齢者等を養成する「高齢者
安全運転推進協力者養成
事業」を実施している。
　平成28年度は，広島県広
島市及び鹿児島県志布志
市の２地区において，危険
予測学習や運転の基本に
係る実習などの講習を
行った。

ト ピ ッ ク

※ⅱ　 島田裕之（研究代表者）：国立長寿医療研究センター・トヨタ自動車　運転寿命延伸プロジェクト　第２期中間報告書. 2016年
６月発行

〈身体機能診断〉 〈信号交差点における危険予測学習〉

〈見通しの悪い交差点における
通行方法の実技講習〉

〈地域のリーダーとしての
講習会企画案を班別討議〉
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Ⅱ　高齢者に係る交通事故防止に向けた取組

により，高齢運転者による交通事故の減少につな
がることが期待される。
　イ　他の世代の運転者に対する働きかけ
　高齢者に対しては高齢運転者標識の表示を促す
とともに，他の世代の運転者に対しても，高齢運
転者の特性を理解し，高齢運転者標識を取り付け
た自動車への保護意識を高めるよう，広報啓発に
努めている。
　ウ 　道路交通環境の整備等
　高齢者等が安心して自動車を運転して外出でき
るよう，生活道路における交通規制の見直し，付
加車線の整備，道路照明の増設，信号灯器のLED
化，道路標識の大型化・高輝度化・自発光化，道
路標示の高輝度化等を推進しているほか，最先端
の情報通信技術等を用いて，運転者に周辺の交通
状況や信号灯火に関する情報等を提供することで
注意を促し，ゆとりをもった運転ができる環境を
作り出す安全運転支援システム（DSSS）・信号情
報活用運転支援システム（TSPS）等のITS（高度
道路交通システム）に関する研究開発及びサービ
ス展開を実施している。
　エ　事故危険箇所対策の推進

　特に事故の発生割合の大きい幹線道路の区間や
ビッグデータの活用により明らかになった潜在的
な危険区間等を事故危険箇所として指定し，都道
府県公安委員会と道路管理者が連携して集中的な
事故抑止対策を実施している。事故危険箇所にお
いては，信号機の新設・改良，歩車分離式信号の
運用，道路標識の高輝度化等，歩道等の整備，交
差点改良，視距の改良，付加車線等の整備，中央
帯の設置，バス路線等における停車帯の設置及び
防護柵，区画線等の整備，道路照明・視線誘導標
等の設置等の対策を推進している。
　オ 　高齢運転者の特性を考慮した車両安全対策
　自動ブレーキなどの先進安全技術は，高齢運転
者による交通事故の防止や事故時の被害軽減の効
果が期待されている。国土交通省では，自動車ユー
ザーが安全な自動車を選びやすい環境を整えると
ともに，自動車メーカーによる安全技術の開発を
促進するため，市販車の安全性能を比較・評価し，
結果を公表する自動車アセスメントを実施してい
る。平成26年度からは対車両の自動ブレーキ及び
車線逸脱警報装置，27年度からは後方視界情報提
供装置（バックカメラ），28年度からは対歩行者

一
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上
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2認知症のおそれ

認知機能検査の結果が
悪くなっている場合

臨時適性検査
又は

診断書提出命令

一定の違反行為をしたとき

運転免許証を更新するとき

ポイント

2

更新時の認知機能検査
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※手数料：5,650円

・実車指導（1時間）

・個別指導（1時間）

　計２時間

等

・実車指導
・個別指導　など
 　　計3時間

高齢者講習
（高度化）

※手数料：7,550円

・実車指導　など
 　　計２時間

高齢者講習
（合理化）

※手数料：4,650円

75
歳
未
満

認知機能の低下のおそれなし

診断結果

ポイント

1

ポイント

1

リスクの高い運転者への
対策

高齢運転者
対策の推進

改正前は３年に１度の免許証の更新のとき
だけ受けることとされていた認知機能検査につ
いて、一定の違反行為があれば、３年を待たず
に、受けることになります。

ポイント

2改正前と異なり、認知機能検査で認知症の
おそれがあると判定された方は、違反の有無を
問わず、医師の診断を受けることになります。

更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検
査で認知症のおそれがあると判定された方
は、臨時適性検査（医師の診断）を受け、又
は、命令に従い主治医
等の診断書を提出しな
ければなりません。
※医師の診断の結果、認知
症と判断された場合は運
転免許の取消し等の対象
となります。

臨時適性検査制度の
見直し2.

認知機能検査の結果によって受ける講習の
内容等が変わります。高齢者講習は、75歳
未満の方や、認知機能検査で認知機能の低
下のおそれがないと判定された方に対して
は２時間に合理化（短縮）されます。その他の
方に対しては、個別指導を含む３時間の講習
となります。

高齢者講習の
合理化・高度化3.

●臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下
が運転に影響するおそれがあると判断され
た高齢者は、新設さ
れた「臨時高齢者講
習」（個別指導と実車
指導）を受けなければ
なりません。

75歳以上の運転者が、認知機能が低下した
ときに起こしやすい違反行為をしたときは、
新設された｢臨時認知機能検査｣を受けなけ
ればなりません。

臨時認知機能検査・
臨時高齢者講習1.新設

新設 新設

●臨時認知機能検査

【一定の違反行為の例】

・ 信号無視
・ 通行区分違反
・ 一時不停止 等

臨時認知機能検査 臨 時
高齢者講習
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特集　「高齢者に係る交通事故防止」

自動ブレーキの性能評価・公表をそれぞれ行って
いるところである。
　カ　道路交通法の改正
　高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備
等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律
（以下「改正道路交通法」という。）が，平成27
年６月に公布され，29年３月12日に施行された。
　改正道路交通法により，一定の違反行為をした
75歳以上の運転者に対して臨時認知機能検査を行
い，その結果が直近において受けた認知機能検査
の結果と比較して悪くなっている者等について，
臨時高齢者講習を実施することとされた。
　また，運転免許証の更新時の認知機能検査又は
臨時認知機能検査の結果，認知症のおそれがある
と判定された者について，その者の違反状況にか
かわらず，医師の診断を要することとされた。さ
らに，改正道路交通法の施行に合わせて，運転免
許証の更新時の高齢者講習について，認知機能検
査で認知症のおそれがある又は認知機能が低下し
ているおそれがあると判定された者に対する講習
は，ドライブレコーダー等で録画された受講者の
運転状況の映像を用いた個人指導を含むことと
し，講習時間を３時間として高度化を図る一方，
このほかの者に対する講習は，講習時間を２時間
として合理化を図った。
　キ 　運転免許証の自主返納制度の周知
　高齢運転者が身体機能の低下等を理由に自動車
等の運転をやめる際には，本人の申請により運転
免許を取り消し，運転免許証を返納することがで
きる。
　また，運転免許証の返納後５年以内に申請すれ
ば，運転経歴証明書の交付を受けることができ，
金融機関の窓口等で本人確認書類として使用する
ことができる。
　警察では，申請による運転免許の取消し及び運
転経歴証明書制度の周知を図るとともに，運転免
許証を返納した者への支援について，地方公共団
体を始めとする関係機関・団体等に働き掛けるな
ど，自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運
転免許証を返納しやすい環境の整備に向けた取組
を進めている。

　「運転経歴証明書」とは
　 　「運転経歴証明書」は過去の運転経歴を証明
するものです。

　　・ 有効期限内に運転免許証を返納し，その日
から５年以内であれば，運転免許試験場等
へ申請することにより「運転経歴証明書」
の交付を受けることができます。

　　・ 平成24年４月１日以後に交付された運転経
歴証明書は，交付後６か月を超えても，運
転免許証と同様に身分証明書として用いる
ことができます（例　銀行口座の開設）。

　 高齢者運転免許自主返納ロゴマーク（警視庁）
　 　青山学院女子短期大学芸術
科の田島俊雄教授がデザイン
したもので，運転免許の返納
を促すため，わかりやすく親
しみの持てる形にしています。

　ク 　高速道路等における逆走対策等の取組
　平成28年３月に策定した「高速道路での今後の
逆走対策に関するロードマップ」に基づき，「2020
年までに高速道路での逆走事故ゼロを目指す」と
の目標を達成するため，インターチェンジやジャ
ンクション部等でラバーポールや大型矢印路面標
示の設置といった物理的・視覚的対策等を進めて
いる。
　警察では，逆走事案を起こした運転者への指導
取締りを実施しているほか，高速道路の沿線に居
住する高齢者をパーキングエリアに招き，逆走の
形態や原因等について現場指導を行うなど高齢者
に対する参加・体験・実践型の交通安全教育を実
施している。
　また，各季の交通安全運動の機会に各サービス
エリア等で逆走防止に関するチラシを配布するな
ど広報啓発活動を実施している。
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Ⅱ　高齢者に係る交通事故防止に向けた取組

高速道路における年齢層別逆走事案の発生状況及びその対策等
○逆走件数は70～74歳で年間20件を越え，75～79歳が年間約40件と最も多い。
○免許人口当たりでは，75歳以上の逆走の発生する割合が高く，85歳以上の割合が最も高い。

○　逆走発生の約４割を占める「分合流部・出入口部」で，物理的・視覚的な対策を実施。

ト ピ ッ ク

運転者の年齢別逆走件数（年換算）
（件/年）
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75歳以上で高い割合

⑴ IC・JCT合流部 ⑵SA・PA合流部・入口部

〈分合流部・出入口部の対策〉

【本線合流部】 【本線合流部】

⑶高速道路出口一般道合流部 ⑷平面Y型交差部

データ：H23～28年の高速道路（国土交通省及び高速道路会社管理）における事故または確保に至った逆走事案（全1,283件）
出　典：警察の協力を得て国土交通省・高速道路会社が作成／免許人口は運転免許統計（平成27年版）より引用
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特集　「高齢者に係る交通事故防止」

　ケ 　公共交通機関の確保に向けた取組
　バス，タクシー等の公共輸送サービスが不十分
である過疎地域・交通不便地域においては，自家
用有償旅客運送制度を活用し，安全・安心を十分
に図りつつ，地域住民の足の確保を行っている。
　コ 　地域運営組織による地域での取組
　地域運営組織は，地域の生活や暮らしを守るた
め，地域で暮らす人々が中心となって形成され，
地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践
する組織で，全国の４分の１の市町村に1,600を
超える組織がある。
　同組織では，高齢者交流，声かけ・見守り，外
出支援，配食支援，買い物支援といった高齢者の
生活を支える様々な取組など幅広い活動を行って
いる。
⑵ 高齢運転者による交通事故防止対策に関する関
係閣僚会議以降の取組
　高齢運転者による交通死亡事故が相次いで発生
したことを踏まえ，平成28年11月15日，関係閣僚
会議を開催した。
　同会議では，安倍総理から，このような大変痛
ましい事故を防止するため，
　・ 認知症対策を強化した改正道路交通法が29年
３月から施行されることから，その円滑な施

行に万全を期すこと
　・ 自動車の運転に不安を感じる高齢者の移動手
段の確保など社会全体で高齢者の生活を支え
る体制の整備を進めること

　・ 更なる対策の必要性について，専門家の意見
を聞きながら，検討を進めること

の３点について，取り得る対策を早急に講じると
ともに，政府一丸となって対策に取り組むよう指
示があった。
　これを受け，高齢運転者による交通事故防止に
ついて，関係行政機関における更なる対策の検討
を促進し，その成果等に基づき早急に対策を講じ
るため，平成28年11月24日，交通対策本部の下に
関係省庁局長級を構成員とする「高齢運転者交通
事故防止対策ワーキングチーム」を設置して検討
を進め，29年6月を目途に全体的な取りまとめを
行い，交通対策本部に報告するとともに、引き続
き検討が必要なテーマについては検討を継続し，
適切な時期にワーキングチームを開催していくこ
ととしている。
　<ワーキングチームの名簿>
　（議長）　内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
　　　　　警察庁交通局長
　　　　　総務省大臣官房地域力創造審議官

コミュニティバス・デマンドタクシーに関する取組等
　人口減少や少子高齢化に伴い地域の生活交通の維持が困難となる中で，地域の足を確保する手段として，コ
ミュニティバス（交通空白地域・不便地域の解消等を図るため，市町村等が主体的に計画し運行するバス）や
デマンド交通（利用者の要望に応じて，機動的にルートを迂回したり，利用希望のある地点まで送迎したりす
るバスや乗合タクシー等）の導入が進んでいる。
　国土交通省では，「地域公共交通確保維持改善事業」により，デマンド交通の運行や，幹線バス，ノンステッ
プバス・福祉タクシーの導入などに対する補助を実施しており，平成27年度には，全国で1,260市町村におい
てコミュニティバス，362市町村においてデマンドタクシーが導入されている。

ト ピ ッ ク

コミュニティバス 乗合タクシー
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Ⅱ　高齢者に係る交通事故防止に向けた取組

　　　　　厚生労働省老健局長
　　　　　経済産業省製造産業局長
　　　　　国土交通省総合政策局長
　ア 　改正道路交通法の円滑な施行
　大幅な増加が見込まれる臨時適性検査・診断書
提出命令を適切に実施するため，医師会等関係団
体と連携して，医師の診断体制の確保※ⅳに努め
るとともに，主治医の診断書の様式のモデル及び
診断書記載ガイドラインを作成するなど，診断書
の正確性・信頼性の担保を図っている。　
　また，都道府県警察において連絡責任者及び連
絡担当者を指定し，都道府県医師会等との連携強
化に努めている。
　さらに，高齢者講習等については，認知機能検
査で認知機能が低下しているおそれがないと判定
された者及び75歳未満の者に対する講習が合理化
されたことを踏まえ，当該講習を効率的に実施す
るとともに，警察施設において講習等を実施する
などの取組により，実施体制の充実に努めてい
る。　
　イ 　社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備
　今後更に高齢化が進む中，自動車の運転に不安
を感じる高齢者が，自家用車に依存しなくとも生
活の質を維持していくことが課題となっているこ
とから，国土交通省では，平成29年３月から，地
域交通や高齢者の移動特性に対して知見を有する
学識者，福祉輸送や運輸事業の関係団体の代表者
等からなる「高齢者の移動手段の確保に関する検
討会」を開催している。高齢者が安心して移動で
きる環境の整備について，その方策を幅広く検討
し，同年６月を目途に中間取りまとめを行うとと
もに，必要な検討を継続することとしている。
　ウ 　高齢者の特性が関係する事故を防止するた
めに，専門家の意見を聞きながら更なる対策
の必要性についての検討

　ア 高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者
会議の開催

　「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチー
ム」が設置されたことを受け，警察庁では，平成
29年１月16日，行政法，社会学，自動車工学，交

通心理学等の学識者や医療・福祉等の関係団体の
代表者等から成る「高齢運転者交通事故防止対策
に関する有識者会議」を開催。高齢運転者に係る
詳細な事故分析を行い，専門家の意見を聞きなが
ら，高齢者の特性が関係する事故を防止するため
に必要な方策を幅広く検討し，同年6月を目途に
検討の方向性について提言を取りまとめるととも
に，必要な検討を継続することとしている。　
　イ 自動車メーカーへの「高齢運転者事故防止対
策プログラム」策定要請

　国土交通省では，相次ぐ高齢運転者による交通
事故を受けて，国内乗用車メーカー８社に対し「高
齢運転者事故防止対策プログラム」の策定を要請
した。これを受けてメーカー各社は，平成29年２
月末までにプログラムを策定し，それに基づき，
自動ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装
置などの先進安全技術について，研究開発の促進，
機能向上及び搭載拡大，ディーラー等における普
及啓発等に取り組むこととしている。
　この取組により，自動ブレーキ及びペダル踏み
間違い時加速抑制装置については，32年までに，
ほぼすべての車種（新車乗用車）に標準装備又は
オプション設定され，また，このうち自動ブレー
キについては，そのほとんどが歩行者を検知可能
となる見通しとなった。
　ウ 「安全運転サポート車」の普及啓発に関する
関係省庁副大臣等会議の開催

　国土交通省，経済産業省，金融庁及び警察庁は，
高齢運転者による交通死亡事故の発生状況等を踏
まえ，高齢運転者の安全運転を支援する先進安全
技術を搭載した自動車（安全運転サポート車）の
普及啓発を図るべく，平成29年１月25日に「安全
運転サポート車の普及啓発に関する関係省庁副大
臣等会議」を開催した。同会議において，安全運
転サポート車のコンセプトや当面の普及啓発策，
先進安全技術の一層の普及促進のための環境整備
等について検討を進め，同年３月に中間取りまと
めを行った。
　中間取りまとめでは，高齢運転者による事故実
態を踏まえた「安全運転サポート車」（ver.1.0）

※ⅳ　平成29年３月末現在，診断への協力に加え，診断を必要とする者への紹介まで了承した医師は4,011人に上っている。
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特集　「高齢者に係る交通事故防止」

のコンセプトを定義し，同車の愛称を「セーフ
ティ・サポートカーS（サポカーS）」と定めた上で，
官民をあげた普及啓発に取り組むほか，自動車ア
セスメントの拡充や一定の安全効果が見込まれる
水準に達した先進安全技術の基準の策定等につい
て検討することとしている。
　また，新車への対策に加え，既販車への装着が
可能な後付けの安全装置についても，安全性を担
保しつつ，普及促進を図ることとしている。
　エ  高速道路における逆走対策の一層の推進
　高速道路における逆走対策のより一層の推進を
図るため，民間企業等から逆走車両を検知，警告，
誘導する技術を募集し，平成30年度からの実用化
を目指して実道での検証等を行う技術を選定した。
　エ 　全国交通安全運動における取組
　平成29年春の全国交通安全運動では，「子供と
高齢者の交通事故防止～事故にあわない，おこさ
ない～」を運動の基本とし，高齢者やその家族に
対して，改正道路交通法の概要，運転免許証の自
主返納制度や返納者に対する支援措置等について
の普及啓発等にも取り組んだ。

平成29年春の全国交通安全運動の初日（４月６日），
加藤内閣府特命担当大臣も街頭で交通安全を呼びか
けた。( )
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Ⅱ　高齢者に係る交通事故防止に向けた取組

ト ピ ッ ク
「安全運転サポート車」（サポカーS）の普及啓発
　国土交通省，経済産業省，金融庁及び警察庁は，高齢運転者による交通死亡事故の発生状況等を踏まえ，高
齢運転者の安全運転を支援する自動ブレーキなどの先進安全技術を搭載した自動車（「安全運転サポート車」）
の普及啓発を図ることとし，平成29年１月に「安全運転サポート車の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議」
を設置し，先進安全技術の一層の普及促進のための環境整備等について検討を進め，同年３月に今後の取組に
ついて中間取りまとめを行った。
　中間取りまとめでは，高齢運転者の事故実態を踏まえた「安全運転サポート車」（ver.1.0）のコンセプトを
自動ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置の搭載された自動車と定義するとともに，同車の愛称を
「セーフティ・サポートカーS」（サポカーS）と定めている。また，自動ブレーキ等の先進安全技術は，高齢
運転者に限らず，全ての運転者の交通事故防止・被害軽減に資するため，自動ブレーキを搭載した自動車全般
についても，「セーフティ・サポートカー」（サポカー）を愛称として，併せて普及啓発に取り組むこととして
いる。今後，「自動ブレーキの新車乗用車搭載率を2020年までに９割以上とする」普及率目標を設定し，官民
で様々な取組を進めることとしている。

セーフティ・サポートカーS

サポカーS （ver1.0）
高齢運転者に推奨

名称 搭載装置

ワイド
自動ブレーキ（対歩行者），ペダル踏み間違い時加速抑制装置※１

車線逸脱警報※２，先進ライト※３

ベーシック＋ 自動ブレーキ（対車両），ペダル踏み間違い時加速抑制装置※１

ベーシック 低速自動ブレーキ（対車両）※４ ，ペダル踏み間違い時加速抑制装置※１

　　※１　マニュアル車は除く。　
　　※２　車線維持支援装置でも可。　
　　※３　自動切替型前照灯，自動防眩型前照灯又は配光可変型前照灯をいう。
　　※４　作動速度域が時速30km以下のもの。　
　　※５　将来，技術の進化や目的に応じ，サポカーSの対象装置の拡大を想定。
　　※６　 このほか，高齢運転者による事故の防止に効果がある技術についても，各社の判断でサポカーSの機能として追加し，

普及啓発に活用できる。
　

自動ブレーキは，高齢運転者に限らず，全ての運転者の交通事故防止等に資するため，その搭載
自動車についても，セーフティ・サポートカー（略称：サポカー）を愛称として，運転者全般に
向けた普及啓発の対象とする。
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特集　「高齢者に係る交通事故防止」

　具体的には，平成29年度・30年度を重点期間と位置付け，官民を挙げて普及啓発活動を行うとともに，高齢
運転者による事故の防止等に効果がある先進安全技術を対象に追加するなどの自動車アセスメントの拡充，自
動ブレーキ等の一定の安全効果が見込まれる水準に達した先進安全技術から国際基準化を主導し，安全基準の
策定の検討などに取り組み，安全運転サポート車の普及を促進することとしている。

自動ブレーキの例

ペダル踏み間違い時加速抑制装置の例

低速衝突軽減ブレーキ機能（前進時/後退時） 低速加速抑制機能（ 前進時/後退時）
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Ⅲ　高齢者の交通事故防止に向けた更なる対策の推進

　我が国においては，いわゆる高度経済成長期に，
大都市圏への若年層を中心とした大規模な人口移
動があり，過密・過疎の問題が顕在化した。昭和
40年代のモータリゼーションを契機に，過密化し
た大都市圏においては郊外の住宅開発が進めら
れ，地方都市においても市街地の拡散が進行した
一方で，農山漁村等においては人口減少と高齢化
が進行して過疎化が深刻化し，公共交通機関の維
持が困難な状況が拡大した。
　マイカーは，多くの国民にとって利便性の高い
交通手段であり，公共交通機関の利便性の低い地
域の住民にとっては生活に不可欠なものとなって
いる。
　今，我が国は世界でも類を見ない超高齢化社会
を迎えている。いわゆる「団塊の世代」がいよい
よ70歳代に差し掛かるなど，免許保有率の高い世
代が高齢者となりつつあることで，高齢の免許保
有者が今後も増加していくことが予測されている。
　交通安全については，昭和40年代に年間死者数
が１万６千人を超え，「交通戦争」とまで称され
たが，交通安全対策基本法が制定され，国，地方
公共団体，関係機関等が一体となって総合的な交
通安全対策に取り組んできた結果，交通事故死者
数は大幅に減少し，平成28年には67年ぶりに４千
人を下回った。しかし，その中で，交通事故死者
数に占める高齢者の割合は54.8%と過去最高を記
録し，また，死亡事故件数が減少している中で75
歳以上の高齢運転者による死亡事故件数はほぼ横
ばいで推移している。
　交通は国民生活の安定向上に欠くことのできな
いものであることから，高齢者に係る交通事故は
高齢化が進む我が国にとって重要な課題であり，
更なる対策が求められている。
　焦眉の急となっている高齢運転者による交通事
故防止対策については，関係閣僚会議における安
倍総理の指示である改正道路交通法の円滑な施
行，高齢者の移動手段の確保など社会全体で高齢
者の生活を支える体制の整備，更なる対策の必要
性の検討について，関係省庁が鋭意取り組んでい

るところである。これらのテーマは相互に深く関
係しており，交通対策本部の下に設置した「高齢
運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」を通
じて緊密に連携しながら対策を検討し，実施可能
なところから早急に実施に移していくことが重要
である。
　他方で，高齢歩行者等の高齢者の交通事故防止
対策についても，道路交通環境等の整備，車両安
全対策，安全教育及び広報啓発を引き続き進めて
いくことが重要である。
　平成28年３月に決定された「第10次交通安全基
本計画」においては，32年までに交通事故死者数
を2,500人以下とし，「世界一安全な道路交通」を
実現することを目標に掲げている。その実現のた
めには，これまでの交通安全対策の深化はもちろ
んのこと，交通安全に資する先端技術を積極的に
取り入れた新たな時代における対策に取り組むこ
とが必要である。自動ブレーキ等の先進安全技術
を利用してドライバーの安全運転を支援するシス
テムを搭載した先進安全自動車（ASV）は，高
齢歩行者等の交通事故，高齢運転者による交通事
故の両方の防止にも資するものであり，更なる性
能向上と普及促進を図っていく必要がある。
　高齢者の交通安全については，関係省庁のみな
らず関係機関，民間企業，地域社会の一体となっ
た取組を推進することにより，その向上を図り，
世界一安全な道路交通を実現していかなければな
らない。

高齢者に係る交通事故防止に向けた更なる対策の推進Ⅲ
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